
2021 年 12 月 17 日

本州四国連絡高速道路株式会社

令和３年度 中間決算について

本州四国連絡高速道路株式会社（本社：兵庫県神戸市中央区、代表取締役社長：酒井 孝志）の令和３年

度（第 17期）中間決算についてお知らせします。

なお、当社の中間決算は、金融商品取引法に基づいて作成したものではなく、情報開示等の目的で任意

に作成したものです。

Ⅰ 決算概要

Ⅱ 決算資料

【令和３年度中間決算における主なポイント】

①新型コロナウイルス感染症拡大による移動自粛等に伴う影響はあるものの、料金収入や管理費の上

期特性※による影響が相対的に大きかったため、グループ全体としては、18 億円の中間純利益が発

生しました。

※夏休み等を含む上期は下期と比較して料金収入が多くなる一方、上期の管理費用は、工事の完成が

集中する下期に比べて少なくなる傾向があります。

②今回の中間決算を踏まえた、グループ全体の通期見込みについては、新型コロナウイルス感染症拡

大による移動自粛等に伴うＳＡ・ＰＡの売上げの減少等による業績への影響が見込まれることから、

約１億円の当期純損失が発生する見込みです。
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I 決算概要

１．令和３年度 事業概要

① 高速道路事業

・当中間期の通行台数は、前年と同様に新型コロナウイルス感染症拡大による移動自粛等の影響は

あるものの、前年同期比 5.6%増の 1,836 万台となり、料金収入は前年同期比 5.5%増の 270 億円と

なりました。しかしながら、令和元年同期比で通行台数は 20.2%減、料金収入は 22.0%減と従来ま

での回復には至っていませんが、料金収入の更なる収益回復に向けて、本四高速道路をより一層利

用して頂けるよう、地域と連携した利用促進等の取組を進めます。

・独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構への道路資産賃借料の支払額は、協定に基づく上

期計画額 171 億円となりました。

・今後も本四高速道路をお客様に「安全」「安心」「快適」にご利用いただくために必要な業務を着

実に実施するとともに、業務の効率化を推進するなど、健全な経営に取り組みます。

〈地域連携の取組〉

・瀬戸内地域に立脚する企業として地域と連携した取組を加速させるため、４月に地域連携事業推

進本部を立ち上げました。長大橋を活用し、旅行会社や宿泊施設と明石海峡大橋ナイトツアーなど

を造成するとともに、瀬戸内海の島々を巡るモニターツアーを実施しました。

舗装補修

(神戸淡路鳴門自動車道)

坂出北ＩＣフルインター化

(瀬戸中央自動車道)

橋梁近接点検

（瀬戸中央自動車道）

明石海峡大橋ナイトツアー 多々羅大橋塔頂体験ツアー親子モニターツアー

（志々島の大楠）
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② 関連事業

・休憩所等事業の営業収益は、新型コロナウイルス感染症拡大による移動自粛や、自治体の要請に

よる営業時間の短縮等の影響はあるものの、前年同期比 17.6%増の５億円となりました。しかしな

がら、令和元年同期比では 48.9%減となりました。

・ＳＡ・ＰＡにおいては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の取組を徹底・継続するとともに、

地域と連携した新商品の開発等により、落ち込んだ売上げの回復に取り組んでいます。

 テイクアウトメニューの充実やフードコート券売機へのキャッシュレス決済導入を行いました。

 地域の特産品を用いた新メニューの開発、地域と連携した特産品の販売会等をとおして、地域

の魅力発信や売上増に取り組みました。

・長大橋の建設・保全技術を活用して、地方公共団体等から長大橋技術支援業務や高速道路上にお

ける跨道橋の修繕業務等を受託しました。

新型コロナウイルス感染症拡大防止取組例

（淡路ＳＡ 屋外座席の増設）

地域と連携した販売会

(来島海峡ＳＡ)

長大橋技術支援

（愛媛県）
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連結決算の概要

※１.令和３年度より｢収益認識に関する会計基準｣(企業会計基準第 29 号)を適用しており、ＥＴＣマイレージサービスに伴う料金

収入・管理費用について、令和３年度中間決算には計上しておりません。一方、令和２年度決算以前については、ＥＴＣマイレ

ージサービスに伴う料金収入・管理費用を計上しております。なお、令和２年度中間決算及び令和元年度中間決算に｢収益認識

に関する会計基準｣を適用したと仮定した場合、料金収入の対令和２年度増減率は 8.4％増、対令和元年度増減率は 20.0%減とな

ります。

※２.令和３年度通期見込みについては、当社が現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今

後、新型コロナウイルス感染症拡大の状況等、様々な要因によって予測数値と異なる場合があります。

２．令和３年度 経営状況
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（参考）個別決算の概要

※１.令和３年度より｢収益認識に関する会計基準｣(企業会計基準第 29 号)を適用しており、ＥＴＣマイレージサービスに伴う料金

収入・管理費用について、令和３年度中間決算には計上しておりません。一方、令和２年度決算以前については、ＥＴＣマイレ

ージサービスに伴う料金収入・管理費用を計上しております。なお、令和２年度中間決算及び令和元年度中間決算に｢収益認識

に関する会計基準｣を適用したと仮定した場合、料金収入の対令和２年度増減率は 8.4％増、対令和元年度増減率は 20.0%減とな

ります。

※２.令和３年度通期見込みについては、当社が現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今

後、新型コロナウイルス感染症拡大の状況等、様々な要因によって予測数値と異なる場合があります。
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II 決算資料

連結決算

中間連結貸借対照表

中間連結損益計算書

中間連結株主資本等変動計算書

連結注記表

個別決算

中間貸借対照表

中間損益計算書

中間株主資本等変動計算書

個別注記表
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本州四国連絡高速道路株式会社
（単位：百万円）

流動資産

現金及び預金 12,903

未収入金 8,842

有価証券 11,400

たな卸資産 15,448

その他 849

貸倒引当金 △ 1

流動資産合計 49,442

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 8,506

機械及び運搬具 6,080

8,699

リース資産 244

その他 618 24,148

無形固定資産 748

投資その他の資産

投資有価証券 6

長期未収入金 6

繰延税金資産 270

その他 506

貸倒引当金 △ 6 782

固定資産合計 25,679

資産合計 75,122

中 間 連 結 貸 借 対 照 表

令和３年９月30日

資産の部

土地
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（単位：百万円）

流動負債

未払金 4,254

リース債務 79

未払法人税等 645

受託業務契約負債 967

賞与引当金 521

その他 164

流動負債合計 6,632

固定負債

長期借入金 30,216

リース債務 185

長期未払金 166

退職給付に係る負債 9,782

役員退職慰労引当金 52

契約負債 536

負ののれん 470

その他 477

固定負債合計 41,888

負債合計 48,520

株主資本

資本金 4,000

資本剰余金 4,000

利益剰余金 19,429

株主資本合計 27,429

その他の包括利益累計額

退職給付に係る調整累計額 △ 828

その他の包括利益累計額合計 △ 828

純資産合計 26,601

負債・純資産合計 75,122

負債の部

純資産の部
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本州四国連絡高速道路株式会社
（単位：百万円）

営業収益 30,865

営業費用

道路資産賃借料 17,129

高速道路等事業管理費及び売上原価 10,207

販売費及び一般管理費 1,284 28,621

営業利益 2,243

営業外収益

受取利息 1

有価証券利息 0

土地物件貸付料 42

負ののれん償却額 51

雑収入 10 106

営業外費用

雑損失 4 4

経常利益 2,345

税金等調整前中間純利益 2,345

法人税、住民税及び事業税 533

法人税等調整額 △ 72

中間純利益 1,883

親会社株主に帰属する中間純利益
1,883

中 間 連 結 損 益 計 算 書

令和３年４月１日から令和３年９月30日まで
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本州四国連絡高速道路株式会社

（単位：百万円）

純資産

合 計

令和３年４月１日残高 4,000 4,000 17,545 25,545 △ 936 △ 936 24,609

中間連結会計年度中の変動額

親会社株主に帰属する
中間純利益

1,883 1,883 1,883

株主資本以外の項目の中間連結
会計年度中の変動額（純額）

107 107 107

令和３年９月30日残高 4,000 4,000 19,429 27,429 △ 828 △ 828 26,601

資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

1,883 1,991

中間連結株主資本等変動計算書

（令和３年４月１日から令和３年９月30日まで）

株 主 資 本

資本金

中間連結会計年度中の変動額合計 -

退職給付に係る
調整累計額

107

その他の包括利益累計額

その他の包括
利益累計額合計

107- 1,883
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連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

１．連結の範囲に関する事項

(１)連結子会社の数 ３社

連結子会社の名称

ＪＢハイウェイサービス㈱ ㈱ブリッジ・エンジニアリング ＪＢトールシステム㈱

(２)非連結子会社の名称等

該当事項はありません。

２．持分法の適用に関する事項

持分法を適用していない非連結子会社の名称等

該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

すべての連結子会社の中間期の末日は、中間連結決算日と一致しております。

４．会計方針に関する事項

(１)重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券①有価証券①有価証券

満期保有目的の債券 ･･････ 償却原価法（定額法）

その他有価証券

時価のないもの ･･････････ 移動平均法による原価法

②たな卸資産

主として個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。

(２)重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ２～60年

機械及び運搬具 ２～17年

その他 ２～20年

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法を採用しております。

連結注記表
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(３)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき当中間連結会計期間に見合う額を計上し

ております。

③役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づき当中間連結会計期間末要支給額を計上しております。

(４)退職給付に係る会計処理の方法

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法につ

いては、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（10年）による定額法により按

分した額を費用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（10年）

による定額法により按分した額を、発生の翌年度から費用処理することとしております。

(５)その他連結計算書類の作成のための重要な事項

①収益及び費用の計上基準

道路資産完成高

高速道路事業等会計規則（平成17年国土交通省令第65号）に基づき、仕掛道路資産を独立行政法人

日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した日に収益を計上しています。

受託業務収入

一定の期間にわたり充足される履行義務は、期間がごく短い受託業務を除き、履行義務の充足に係る

進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識し、一時点で充足される履行義務は、

受託業務完了時に収益を認識することとしております。

②消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。

５．負ののれんの償却に関する事項

負ののれんは、20年間で均等償却しております。

６．会計方針の変更

収益認識に関する会計基準等の適用

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」と

いう。） 等を当中間連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した

時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

これにより、従来受託業務収入に関して、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については

工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用していましたが、一定の期間にわたり充足

される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の

期間にわたり認識する方法に変更しております。一定の期間にわたり充足されるものでない場合には、

一時点で充足される履行義務として受託業務完了時で計上しております。
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また、従来はＥＴＣマイレージサービス制度による無料走行に備えるため、ポイント発行残高に対する

将来の使用見込額を「固定負債」の「ＥＴＣマイレージサービス引当金」に計上し、引当金繰入額は「管

理費用」に計上しておりましたが、ポイントを履行義務として識別し、「料金収入」から控除する方法に

変更しております。なお、前連結会計年度において、「固定負債」に表示していた「ＥＴＣマイレージ

サービス引当金」は、当連結会計年度より「固定負債」の「契約負債」として表示しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに

従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連

結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当中間連結会計期間の営業収益が692百万円、販売費及び一般管理費が同額それぞれ減少して

おりますが、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。また利益剰余金

の当期首残高に与える影響はありません。

中間連結貸借対照表に関する注記

１．有形固定資産減価償却累計額

２．保証債務

日本道路公団等民営化関係法施行法第16条により連帯した債務

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条により連帯した債務

３．固定資産の圧縮記帳額

国庫補助金等による関連事業固定資産の圧縮記帳額は76百万円であり、中間連結貸借対照表計上額はこの

圧縮記帳額を控除しております。

中間連結株主資本等変動計算書に関する注記

当中間連結会計期間の末日における発行済株式の種類及び数

普通株式

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額

一株当たり中間純利益

重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

13,206百万円

23,100百万円

12,834百万円

800万株

3,325.14円

235.48円
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本州四国連絡高速道路株式会社
(単位：百万円）

流動資産
現金及び預金 11,281
高速道路事業営業未収入金 8,662
未収入金 238
未収収益 1
短期貸付金 70
有価証券 11,400
仕掛道路資産 14,343
未成工事支出金 318
貯蔵品 415
受託業務前払金 267
前払金 699
前払費用 30
その他の流動資産 14
貸倒引当金 △ 1

流動資産合計 47,743
固定資産

高速道路事業固定資産
有形固定資産

建物 107
構築物 3,196
機械及び装置 5,966
車両運搬具 94
工具、器具及び備品 209
土地 134
建設仮勘定 67 9,778

無形固定資産 508 10,287
関連事業固定資産

有形固定資産
建物 4
構築物 255
機械及び装置 54
工具、器具及び備品 10
土地 4,830
建設仮勘定 3 5,158

無形固定資産 7 5,166
各事業共用固定資産

有形固定資産
建物 1,206
構築物 59
機械及び装置 1
車両運搬具 6
工具、器具及び備品 54
土地 2,159
建設仮勘定 0 3,488

無形固定資産 176 3,665
投資その他の資産

関係会社株式 248
長期貸付金 35
長期前払費用 3
長期未収入金 6
繰延税金資産 116
その他の投資等 151
貸倒引当金 △ 6 554

固定資産合計 19,673
資産合計 67,416

資産の部

中 間 貸 借 対 照 表
令和３年９月30日
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(単位：百万円）

流動負債

高速道路事業営業未払金 3,562

未払金 403

未払費用 5

未払法人税等 622

預り金 37

受託業務契約負債 967

前受収益 25

賞与引当金 306

流動負債合計 5,930

固定負債

道路建設関係長期借入金 30,216

受入保証金 51

退職給付引当金 8,348

役員退職慰労引当金 20

契約負債 536

固定負債合計 39,173

負債合計 45,103

株主資本

資本金 4,000

資本剰余金

資本準備金 4,000

資本剰余金合計 4,000

利益剰余金

その他利益剰余金

安全対策・サービス高度化積立金 4,841

別途積立金 5,343

繰越利益剰余金 4,128 14,313

利益剰余金合計 14,313

株主資本合計 22,313

純資産合計 22,313

負債・純資産合計 67,416

負債の部

純資産の部
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本州四国連絡高速道路株式会社
（単位：百万円）

高速道路事業営業損益

営業収益

料金収入 27,069

道路資産完成高 2,666

受託業務収入 0

その他の売上高 108 29,845

営業費用

道路資産賃借料 17,129

道路資産完成原価 2,666

管理費用 7,484

受託業務費用 0 27,280

高速道路事業営業利益 2,564

関連事業営業損益

営業収益

休憩所等事業収入 225

鉄道管理受託業務収入 47

その他受託業務収入 260 533

営業費用

休憩所等事業費 158

鉄道管理受託業務費用 68

その他受託業務費用 261 487

関連事業営業利益 45

全事業営業利益 2,609

営業外収益

受取利息 1

有価証券利息 0

受取配当金 81

土地物件貸付料 57

雑収入 6 148

営業外費用

雑損失 3 3

経常利益 2,755

税引前中間純利益 2,755

法人税、住民税及び事業税 510

法人税等調整額 △ 18

中間純利益 2,263

中 間 損 益 計 算 書
令和３年４月１日から令和３年９月30日まで
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本州四国連絡高速道路株式会社

（単位：百万円）

資本剰余金

資本金 資本準備金 別途積立金 繰越利益剰余金 利益剰余金合計 株主資本合計 純資産合計

令和３年４月１日残高 4,000 4,000 4,841 6,328 879 12,050 20,050 20,050

中間会計期間中の変動額

任意積立金の取崩 △ 985 985 - - -

中 間 純 利 益 2,263 2,263 2,263 2,263

中間会計期間中の変動額合計 - - - △ 985 3,248 2,263 2,263 2,263

令和３年９月30日残高 4,000 4,000 4,841 5,343 4,128 14,313 22,313 22,313

安全対策・サービス
高度化積立金

利益剰余金

その他利益剰余金

中間株主資本等変動計算書
令和３年４月１日から令和３年９月30日まで

株主資本
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重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式 ･･････････････ 移動平均法による原価法

満期保有目的の債券 ･･････ 償却原価法（定額法）

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

仕掛道路資産 ････････････ 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）

未成工事支出金 ･･････････ 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）

貯蔵品 ･･････････････････ 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）

但し、料金収受設備等に係る貯蔵品については、個別法による原価法（貸借対

照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

３．固定資産の減価償却の方法

(１)有形固定資産

定額法を採用しております。

主な耐用年数は以下のとおりであります。

(２)無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

４．引当金の計上基準

(１)貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(２)賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき当中間期に見合う額を計上しております。

(３)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上

しております。

退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりであります。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間期までの期間に帰属させる方法については、給

付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（10年）による定額法により

按分した額を費用処理しております。

数理計算上の差異は、各年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（10年）によ

る定額法により按分した額を、発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

工具、器具及び備品 ２～20年

個別注記表

建物 ２～50年

構築物 ２～60年

機械及び装置 ２～17年

車両運搬具 ２～７年
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(４)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づき当中間期末要支給額を計上しております。

５．収益及び費用の計上基準

道路資産完成高

高速道路事業等会計規則（平成17年国土交通省令第65号）に基づき、仕掛道路資産を独立行政法人日本高

速道路保有・債務返済機構に引き渡した日に収益を計上しています。

受託業務収入

一定の期間にわたり充足される履行義務は、期間がごく短い受託業務を除き、履行義務の充足に係る進捗

度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識し、一時点で充足される履行義務は、受託

業務完了時に収益を認識することとしております。

６．退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会

計処理の方法と異なっております。

７．消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。

８．会計方針の変更

収益認識に関する会計基準等の適用

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という

。） 等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該

財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、従来

受託業務収入に関して、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、その他

の工事については工事完成基準を適用していましたが、一定の期間にわたり充足される履行義務については、

履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更し

ております。一定の期間にわたり充足されるものでない場合には、一時点で充足される履行義務として受託業

務完了時で計上しております。

また、従来はＥＴＣマイレージサービス制度による無料走行に備えるため、ポイント発行残高に対する将来

の使用見込額を「固定負債」の「ＥＴＣマイレージサービス引当金」に計上し、引当金繰入額は「管理費用」

に計上しておりましたが、ポイントを履行義務として識別し、「料金収入」から控除する方法に変更しており

ます。なお、前会計年度において、「固定負債」に表示していた「ＥＴＣマイレージサービス引当金」は、当

中間会計期間より「固定負債」の「契約負債」として表示しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期

間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当中間会計期間の料金収入が692百万円、管理費用が同額それぞれ減少しておりますが、営業利

益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。また利益剰余金の当期首残高に与える影響は

ありません。

中間貸借対照表に関する注記

１．有形固定資産減価償却累計額

高速道路事業有形固定資産減価償却累計額

関連事業有形固定資産減価償却累計額

各事業共用有形固定資産減価償却累計額

２．保証債務

日本道路公団等民営化関係法施行法第16条により連帯した債務

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条により連帯した債務

9,224百万円

410百万円

1,311百万円

23,100百万円

12,834百万円
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３．関係会社に対する金銭債権又は金銭債務

短期金銭債権

短期金銭債務

長期金銭債権

長期金銭債務

４．固定資産の圧縮記帳額

国庫補助金等による関連事業固定資産の圧縮記帳額は76百万円であり、貸借対照表計上額はこの圧縮記帳額

を控除しております。

中間損益計算書に関する注記

関係会社との営業取引

営業取引

営業収益

営業費用

営業取引以外の取引

営業外収益

株主資本等変動計算書に関する注記

当中間期の末日における発行済株式の種類及び数

普通株式

道路資産賃借料に係る未経過リース料当中間期末残高相当額

道路資産賃借料

一年以内

一 年 超

合 計

令和３年７月21日締結の一般国道28号（本州四国連絡道路（神戸・鳴門ルート））等に関する協定に基づく

ものであります。

１．当社及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、道路資産の貸付料を含む協定について、おお

むね５年ごとに検討を加え、必要がある場合には、相互にその変更を申し出ることができるとされておりま

す。ただし、道路資産の貸付料を含む協定が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第17条に規定

する基準に適合しなくなった場合等、業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合

には、上記の年限に関わらず、相互にその変更を申し出ることができるとされております。

２．道路資産の貸付料は、実績料金収入が、計画料金収入に計画料金収入の変動率に相当する金額を加えた金

額（加算基準額）を超えた場合、当該超過額（実績料金収入－加算基準額）が加算されることとなっており

ます。また、実績料金収入が、計画料金収入から計画料金収入の変動率に相当する金額を減じた金額（減算

基準額）に足りない場合、当該不足額（減算基準額－実績料金収入）が減算されることとなっております。

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額

一株当たり中間純利益

重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

165百万円

35百万円

15百万円

228百万円

296百万円

34,049百万円

1,626,028百万円

1,660,077百万円

2,754百万円

18百万円

800万株

2,789.17円

282.90円
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